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県ＯＢで組織する鳥取県土木防災・砂防ボランティア協会の設立・スタート

安本善征 鳥取県県土整備部技術企画課 係長（土木防災担当）

１．まえがき

近年、地球温暖化に伴う気候変動による影響と

して、水災害、土砂災害などの頻発化・激甚化が

懸念されており、専門的な知識（主に土木）を有

した「砂防ボランティア」と「土木防災ボランテ

ィア」のニーズが高まりつつある。しかし、「［平

成９年度創設］砂防ボランティア（所管：治山砂

防課）」と「［平成 13 年度創設］土木防災ボラン

ティア（所管：技術企画課）」はその活動内容が

類似し、登録者の約７割が重複しているが、制度

が異なることと窓口が別々であり、県民からわか

りにくい。また、地域の住民には、増水時の河川

堤防の危険性や、大雨の際の砂防河川の状態など

が理解されにくいため、今後の防災・減災を考え

る上で重要となる自助・共助の意識を高めるため

にも、地域の消防団などを介して専門的な知識を

広く周知する必要がある 1),2)。

こうした状況下で、公共土木施設に係る専門的

な知識を有し、砂防施設・河川の堤防点検、災害

復旧への助言など類似した活動を行う「砂防ボラ

ンティア」と「土木防災ボランティア」の活動を

統合・一元的に実施することで、組織体制を強化

し活動件数・活動エリアを拡大していくこととし、

また県民には、大雨・洪水時の水災害、土砂災害

の危険性は一般的に理解されにくい状況にあり、

当該ボランティアの積極的な活動により、県民の

自助・共助の意識を高めていくこととした。

本報告では、運営体制を一元化して新たなスタ

ートを切った県 OB（退職者）で組織する「鳥取

県土木防災・砂防ボランティア協会（以下、「新

協会」という。）」の現状を整理すると共に、今後

の方向性について考えたものである。

２．取組状況と改善点

前述にも関連するが、山地が７割を占め、地震

や台風にしばしば見舞われる日本。この試練の多

い土地に住みついた日本人は、古来、道を通し、

川筋を変え、営々と自然に働きかけてきた。私た

ちが見る風景は、自然と人が共に造り上げたもの

である。高度経済成長期には、ほとんど大災害に

遭遇しなかったが、その結果、災害頻発国に暮ら

す自覚や覚悟も減少していった 3)。そんなときに、

平成 23年３月 11日には東日本大地震に見舞われ、

国家が財政危機にある今、道路・河川・港湾など

公共事業費の削減をはじめとして、多くの公物の

維持管理費が縮小されている。災害による被害を

最小にし、構造物を効率的に管理していくために、

今後の対策が求められている。

このような背景を加味して、砂防ボランティア

と土木防災ボランティアの活動を統合・一元的に

実施することで、公物管理の適正化・効率化によ

る公助の強化、そして県民の自助・共助の意識を

高めていくこととした。

次のように運営体制を一元化して新たなスタ

ートを切った新協会の現状を項目毎に整理する。

(1)組織体制の強化

新協会の設立総会が平成 24 年６月１日に倉吉

市で開催され、初代の会長に岡村億見氏（元県鳥

取土木事務所長）、副会長に宮前和憲氏（元県企

業局長）が就任した。同時に新協会の名称および

新規約 4)が承認され、図-1 は設立総会の模様であ

る。新協会は、全国組織でもある砂防ボランティ

ア協会と本県独自の土木防災ボランティアが一

本化して設立し、会員は県 OB（退職者：土木技

術職員）を中心にした約 80 名である。

総会では、新協会の活動として、堤防点検や砂

防施設点検などのハード面だけではなく、小・中

学生、高齢者、災害時要援護者施設などでの防災

教育を通じた活動によって土木技術者と地域の

繋がりを強化していくほか、災害を未然に防ぐた

めの活動に取り組むことや、現役の若手職員らと

地震や台風などによって被災した現場に出向い

て調査方法や復旧計画などを指導することなど

活動内容が確認された。また、岡村新会長からは

「規模の大きい自然災害が相次いでいる。会員は

土木技術に長く携わったベテランばかり。我々の

役割は益々重要になってきている。」と話された。

また、会員の防災意識向上を図るため、新協会

の設立総会の後、新協会などが主催する「防災に

関する講習会」を開催し、講習会には、県や市町

村の消防防災や土木施設管理の関係者ら100人余

りが出席した。平成 16 年 10 月台風 23 号の水害

で甚大な被害を受けた兵庫県豊岡市防災課の桑

井裕之課長補佐と砂防ボランティア全国連絡協

議会の森俊勇会長による基調講演を頂いた。

図-1 設立総会の模様（倉吉市内のホテル）
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図-2 組織・体系図

表-1 鳥取県土木防災・砂防ボランティア協会

項目 内 容

名称 鳥取県土木防災・砂防ボランティア協

会（任意団体）

会員 ○正会員 78 人（県職員ＯＢ：東部 44

人、中部 18 人、西部 16 人）

2012 年７月現在

財源 ○会 費：会員：なし（別途入会費：

なし）

役員と事務局長との協議

により施行細則を改正可

○事業収入：なし

○助成制度：活用予定なし

○予算規模：平成 24 年度予算：2,839

千円（全額県費：一般財

源、活動費 1,230 千円、

事務局人件費 1,609 千円）

活動 講習会・研修会、普及啓発活動、公共

土木施設等の点検

特徴 ○県が事務局となって組織運営し、財

源も県に依存

○新協会会員が独自活動を実行してい

ない

○河川・砂防・道路・港湾など幅広く

防災という観点で活動

(2)活動内容の拡充

活動内容としては、表-2 に示すとおり堤防点検

や砂防施設点検などのハード面だけではなく、防

災教育を通じた自助・共助の意識向上や、被災現

場おける調査方法や復旧計画に対する指導・助言

などへの拡充を図った。

表-2 主な活動内容

項目 内 容

防災・減災をテーマとした講習会・研修会

○全県を対象とした講習会の開催

○東部・中部・西部圏域毎のニーズに

応じた研修会の開催 等

防災・減災に寄与する普及啓発活動（拡充）

○次世代の防災活動の中心を担う小中

学生を対象とした防災教育

○自然災害による死者の多くの割合を

占める高齢者を対象とした普及啓発

活動

○早期避難が必要な災害時要援護者施

設への普及啓発活動

○災害時の避難活動の基礎となる地域

自治会への普及啓発活動 等

公共土木施設等の点検（拡充）

○河川堤防点検（出水期前）

○土砂災害危険箇所点検（土砂災害防

止月間）

○砂防施設点検（秋期）

○被災現場おける調査方法や復旧計画

の指導 等

（県土整備局）

技術企画課

東部圏域会員 中部圏域会員 西部圏域会員

西部圏域事務局

会長：岡村 億見

副会長：宮前 和憲

会計：東部幹事が兼務
（第Ⅱ期以降、

圏域毎に持ち回り）西部幹事：斉木 聖中部幹事：水野 彰東部幹事：橋本 博

東部圏域事務局 中部圏域事務局

管内市町村担当者 地元消防団 自主防災組織

技術企画課

【県・事務局】

第Ⅰ期：平成２４～２５年度

幹事：圏域毎に１名

【 鳥取県土木防災・砂防ボランティア協会 】

（総合事務所県土整備局）
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(3)運営事務局

現状では、新協会内に運営事務を担える組織体

制が存在しないため、図-2、表-1 に示すとおり新

協会が行う自主的かつ積極的な活動が円滑に行

えるよう、当面の間、総括的な事務局を技術企画

課内に、圏域活動の事務局を各総合事務所県土整

備局内に置くこととした。同時に事務局長は、当

面の間、技術企画課長を充てることとした。

(4)役割分担

新協会が行う自主的かつ積極的な活動が円滑

に行えるよう、図-2、3 に示すとおり各圏域の幹

事と各総合事務所県土整備局との連絡調整を密

にし、広域的かつ総合的な部分を技術企画課が担

うこととした。

また、技術企画課は、広報を積極的に行って新

協会の活動が県民に身近になるように見える化

を図っていく。

氏名 役割分担

役割分担

東部 維持管理課

八頭 維持管理課

中部 維持管理課

西部 維持管理課

日野 維持管理課

役割分担

技術企画課

（治山砂防課と連携）

■事務局連絡先

１．各総合事務所県土整備局

２．本庁

■協会役員構成

役職

・東部圏域の活動に係る準備、連絡調整
・市町村、関係機関との連絡調整

・中部圏域の活動に係る準備、連絡調整
・市町村、関係機関との連絡調整

・西部圏域の活動に係る準備、連絡調整
・市町村、関係機関との連絡調整

岡村 億見

・総会の準備、連絡調整
・活動に係る全体的な広報、予算事務

会長

副会長

幹事

会計 橋本 博

・本会の会務を総括し、会議を招集する。

・会長を補佐し、会長に事故あるときは、そ
の職務を代理する。

・会務を執行し、会計を兼務しない幹事１名
が会計を監査する。
・各圏域事務局との連絡調整
・圏域内会員との連絡調整

・本会の会計事務を執行する。

宮前 和憲

橋本 博

水野 彰

斉木 聖

図-3 組織・体系図

(5)直面する課題

前述のとおり新協会の現状を項目毎に整理し

てきたが、財政が厳しいとの理由から削減されて

きた防災関係予算であるが、災害国に住むことを

再認識して、災害危険箇所の点検や災害履歴の確

認などを行って、災害への備えを強化して行かな

ければならない、一方で「行政頼み」の防災意識

を問い直し、「受け身の自助」から「内発的な自

助」への転換を推進していかなければならない、

という時代背景がある。

これらを考慮すれば、新協会の現状を客観分析

すると容易に浮上する課題（以下、「直面する課

題」という。）は、公共土木施設に係る専門的な

知識を有する者としての社会的地位の向上、活動

の見える化・県民への広報、および持続可能な体

制の構築である。

３．先進事例

直面する課題を解決するため、他県の活動状況

調査分析し、特徴的な部分や模範とすべき部分が

ないかと考えて本県から広範囲にアンケート調

査を実施した。当該アンケート調査の結果から他

県の活動状況を把握し、その中で本県にとって有

意義な組織形態を構築し、積極的な活動を展開し

ている団体として、ＮＰＯ法人山口県防災・砂防

ボランティア協会とＮＰＯ法人富山県砂防ボラ

ンティア協会を選定し、先進地視察を実施した。

当該先進地の概要を表-3.1、3.2 に示す。

特徴的な部分や模範とすべき部分は、NPO 法

人という県から完全に独立した組織・事務局によ

り運営していること、そして、県から施設点検・

調査などを業務として受注し事業収集と得てい

ることである。このことは、ボランティア登録者

のモチベーションの向上と、何より持続可能な運

営体制であること考える。

表-3.1 山口県防災・砂防ボランティア協会

項目 内 容

名称 ＮＰＯ法人山口県防災・砂防ボランテ

ィア協会

会員 ○正会員 378 人（県職員ＯＢ、現役職

員（50 人）、民間会社社員）

○賛助会員 50 社

財源 ○会 費：正会員：1,000 円/年・人

（別途入会費：1,000 円/

人）、

賛助会員：10 千円/年・社

○事業収入：危険箇所及び設備点検調

査業務委託受託事業、土

石流流出調査受託事業

○助成制度：全国砂防ボランティア協

会の助成制度（砂防ボラ

ンティア基金）

○予算規模：平成 23 年度予算：約 2,000

千円（うち会費収入：900

千円、事業収入：600 千円、

助成金：100 千円、繰越

金：400 千円）

活動 施設点検、地震による緊急点検、講演

会、現場視察会、災害調査支援

特徴 ○県から完全に独立した組織・事務局

（ＮＰＯ法人）により運営

○コンサルタントも協会員であること

から、レベルの高い施設点検等の報

告書を作成

○砂防のみならず、広く防災という観

点で活動
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表-3.2 富山県砂防ボランティア協会

項目 内 容

名称 ＮＰＯ法人富山県砂防ボランティア協

会

会員 ○正会員 90 人（県職員ＯＢ）

財源 ○会 費：3,000 円/年・人

○事業収入：県からの施設点検・普及

啓発・防災教育等を一括

した受託事業

○助成制度：全国砂防ボランティア協

会の助成制度（砂防ボラ

ンティア基金）

○予算規模：平成 22 年度予算：約 840

千円（うち会費収入：250

千円、事業収入：590 千円、

助成金：0 千円）

活動 施設点検、普及啓発活動、防災教育（防

災・砂防現地見学会）、危険個所点検、

立山砂防の観光・視察に係る解説案内

特徴 ○県から完全に独立した組織・事務局

（ＮＰＯ法人）により運営

○知事からの委嘱状を受けた立山砂防

の解説員

○砂防のみならず、観光など幅広く活

動

４．今後の方向性

直面する課題に対し、今後とるべき解決策は以

下に整理するが、最も重要なのは、新協会が自主

的かつ積極的な活動を実行できる環境を前提と

することである。

今後の組織運営に当たっては、ボランティア会

員の意見を重視しながら意見交換を進め、将来的

には持続可能な組織への移行を目指し、県はその

活動を幅広く支援していかなければならない。

最後に、大災害頻発国であるのに、災害による

国土分断の可能性を軽視し、そのため、ネットワ

ークの代替性や補完性といったリダンダンシー

（冗長性）をほとんど考慮して来なかった国土整

備、県土整備に対して、今体内から溢れ出す熱い

思いを新協会の会員の皆様と共有し、安全で安心

な県土づくりを断行していきたい。

＜現状と今後の方向性（素案）＞

①平成 23 年度まで

○「砂防ボランティア」は治山砂防課が所管、

「土木防災ボランティア」は技術企画課が

所管し、それぞれ別々に活動

②平成 24 年度～25 年度

○運営体制の一元化を実施（事務担当集約）

○ボランティア活動の充実

・地域消防団や自主防災組織等の民間団体

でも点検が可能な公共土木施設等に係

る普及啓発・施設点検指導・点検業務参

加要請 等

・ボランティア会員の経験・知識・ノウハウ

を活かし活動範囲を強化（例：東日本大震

災を教訓に小中学生の時から自助・共助の

考え方の学習と実践を推進する活動） 等

・ボランティア会員の意見を重視し、会費や

事業収入および今後の運営体制（ＮＰＯ等

への移行等）について、ボランティア会員

との意見交換

・新規会員を開拓するため、農林技師 OB を

ボランティア会員登録者の対象に

③平成 26 年度以降

○ボランティア会員の意見を重視し、持続可

能な運営体制（ＮＰＯ等）への移行や改組

を目指す

謝辞：今回の鳥取県土木防災・砂防ボランティア

協会の設立・スタートに当たっては、従来の砂防

ボランティアと土木防災ボランティアの運営体

制を一元化して活動の効率化と範囲拡充を図る

という事務局の発想にご理解・ご賛同いただいた

会員の皆様をはじめ、事務局の一員としてご協力

頂いた治山砂防課の皆様に多くの助力をいただ

いた。ここに記して謝意を表する。
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